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第 1 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の内

容の概要 

 

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財

務および事業の内容や当社グループの企業価値の根源を十分に理解し、当社グルー

プの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上していくことを可能

とする者であることが必要であると考えております。 

 大規模買付者（「大規模買付者」の定義につきましては、下記第 3-1.をご参照くだ

さい。）の行う大規模買付行為であっても、これに応じるか否かは、最終的に株主

の皆様の判断に委ねられるべきものであります。しかしながら、大規模買付行為は、

それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配

権を取得するものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に重大

な影響を及ぼす可能性を内包しております。 

 そして、実際に大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者に関する十分な情

報の提供なくしては、株主の皆様が当該大規模買付行為により当社グループの企業

価値に及ぼす影響を適切に判断することは困難であります。このため、当社は、大

規模買付者をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さ

らに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響

を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によ

っては当社取締役会が大規模買付行為または当社グループの経営方針等に関して

大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等

の代替的提案を株主の皆様に提示することも、当社の取締役としての責務であると

考えております。 

 さらに、近時の日本の資本市場と法制度の下においては、当社グループの企業価

値または株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為が

なされる可能性も、決して否定できない状況にあります。このような当社グループ

の企業価値または株主共同の利益に資さない大規模買付者は、当社の財務および事

業の方針の決定を支配する者として不適切であり、当社は、このような者による大

規模買付行為に対しては、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検

討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値または株

主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措

置を準備しておくことも、また当社の取締役としての責務であると考えておりま

す。 
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第 2 基本方針の実現に資する特別なとり組みの具体的な内容の概要 

 

1. 当社グループの事業運営の基本的な考え方 

 当社は、「ものづくりの世界の発展に貢献する」という会社の使命のもと、持続

的な成長と企業価値の向上に努めることを最重要課題と考えております。そして、

長期ビジョンとして、「成長企業への挑戦、夢をかなえるものづくり企業へ」を掲

げ、経営基盤の強化にとり組んでおります。 

 こうした経営の基本方針に基づいて、当社グループは、工具、工作機械、ロボッ

ト、ベアリング、油圧機器および特殊鋼事業で蓄積してきた、総合機械・メカトロ

ニクスメーカーとしての独自の技術、事業展開の強みを活かして、お客様のものづ

くりのプロセスに対して、高精度、高機能、高い信頼性を有した商品ラインナップ

とＦＡシステム、ソリューションを提供しております。 

 また、経営の透明性・公平性を高め、株主の皆様をはじめ当社グループと関係す

るお客様、サプライヤー、金融機関、従業員、地域社会など多様なステークホルダ

ーとの良好な関係を築き、長期的かつ安定的な収益の確保をはかり、企業価値を高

めて社会的な使命を果たすよう努めております。 

 

2. 中期経営方針と株主の皆様に対する利益還元策 

当社グループをとり巻く経営環境は、米中通商問題の長期化をはじめとする経済

情勢の変動や、為替相場の動向など、外部環境は依然として不安定な状況が予想さ

れます。そうした中で自動車分野におけるＥＶ化・自動運転化の加速や、ものづく

りのＦＡ化・ＩｏＴ化の進展などにより、需要構造も大きく変化しております。 

当社グループといたしましては、このような構造変化を大きなチャンスととら

え、需要の拡大が期待できるロボット事業に軸足を置き、「ロボットを核に 世界

最高水準の技術で ものづくりの革新をリードする」を新しい中期スローガンとし

て、営業・サービス、製造・調達、研究開発の各面で体質を強化してまいります。 

とくに、市場の動きと新しいニーズを機敏に捉え、拡大する需要分野に対し、ロ

ボットを核にした総合機械メーカーとして、世界最高水準の商品・技術を開発して

まいります。また、生産効率と製品品質を極限まで高め、その生産システムと運用

ノウハウをソリューションとして提供することにより、お客様の製品とものづくり

の革新に貢献してまいります。 

 そして、安定的な企業成長に加え、技術力やブランド力、取引先との信頼関

係、人的資産等を企業力の源泉として認識し、多様なステークホルダーに対す

る適正な還元を通じて、企業としての社会的な使命を果たします。 

 また、当社は、株主の皆様に対する利益還元を企業経営の基本の一つとして位置

づけ、配当につきましては、連結業績、配当性向などを総合的に勘案し、安定的な

配当を継続実施することを基本としており、内部留保資金につきましては、将来の
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事業展開、財務体質の強化に充当いたします。 

 当社グループは、長期的な展望に立って経営資源の拡充に努め、世界市場での

事業基盤の確立と企業価値の最大化にグループをあげてとり組んでまいります。 

 

3. コーポレート・ガバナンスの強化に向けたとり組み 

上記のとおり、当社は、「ものづくりの世界の発展に貢献する」ことを会社の使

命とし、企業価値の向上に努めることを最重要課題と考えております。こうした考

えから、経営の透明性・公正性を高め、各ステークホルダーとの良好な関係を構築

し、長期的かつ安定的に収益を確保するよう努めております。 

当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実にとり組みま

す。 

(1) 株主の皆様の権利を尊重し、平等性を確保します。 

(2) 株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの適切な協働に努めます。 

(3) 法令に基づく適切な情報開示を行うとともに、それ以外の情報提供にも積極的に

とり組み、透明性を確保します。 

(4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に向けて、取締役会の役割・責務の適切な

遂行に努めます。 

(5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、投資家との建設的な対話に

努めます。 

 

第 3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するためのとり組み 

 

1. 本施策継続の目的について 

本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を 20％以上とすることを目的とす

る当社株券等（注 1）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保

有割合が 20％以上となる当社株券等の買付行為（取引所金融商品市場における買付

け、公開買付け、その他具体的な買付方法の如何を問いませんが、当社取締役会が

予め同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、

大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が、当社グループの企

業価値に重大な影響を及ぼす場合において、上記第 1 に記載した基本方針（当社の

財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針をいいます。

以下、同じとします。）に沿って当社グループの企業価値を確保し、向上させるた

                                                      
（注1） 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいます。以下、同じとします。 
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め、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。 

ここに、「特定株主グループ」とは、①当社株券等の保有者（注 2）およびその共

同保有者（注 3）、または②当社株券等の買付け等（注 4）を行う者およびその特別

関係者（注 5）をいい、「議決権保有割合」とは、特定株主グループが上記①の場合

においては当該保有者の株券等保有割合（注 6）をいい、特定株主グループが上記

②の場合においては当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合（注

7）の合計をいいます。 

当社は、上記第 1 の基本方針に定めるとおり、当社グループの企業価値または株

主共同の利益に資さない大規模買付者は、当社の財務および事業の方針の決定を支

配する者として不適切であると考えております。そして、こうした不適切な者によ

って当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社グループ

の企業価値または株主共同の利益に反する大規模買付行為を防止するためには、大

規模買付者をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さ

らに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響

を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によ

っては当社取締役会が大規模買付行為または当社グループの経営方針等に関して

大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等

の代替的提案を株主の皆様に提示すること等を可能とする枠組みが必要不可欠で

あると判断しました。 

かかる見解を具体化する施策として、大規模買付者が従うべき一定の情報提供等

に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）、ならびに大規模買付者

が大規模買付ルールを順守しない場合または大規模買付行為によって当社グルー

プの企業価値が毀損される場合に当社がとりうる対抗措置（以下「大規模買付対抗

措置」といいます。）について、その要件および内容を予め設定するに至ったもの

であります。 

                                                      
（注2） 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者とみなされ

る者を含みます。以下、同じとします。 
（注3） 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます。以下、同じとします。 
（注4） 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われ

るものを含みます。以下、同じとします。 
（注5） 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。以下、同じとします。 
（注6） 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。なお、株券等保有割合の

算出にあたっては、発行済株式の総数（金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定する発行済株式の

総数をいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に

提出されたものを参照することができるものとします。 
（注7） 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。なお、株券等所有割合の

算出にあたっては、総議決権の数（金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する総議決権の数をい

います。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出され

たものを参照することができるものとします。 
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2. 本施策の内容について 

 

(1) 本施策の概要 

 本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルール（下記(2)）および大規模

買付行為に対して当社がとりうる大規模買付対抗措置（下記(3)）から構成されて

おります。 

 本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株

主の皆様および当社取締役会による判断のための情報提供（下記(2)①）ならびに

当社取締役会による検討・評価のための期間の付与（下記(2)②）を要請しており

ます。 

 次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令およ

び当社定款によって認められる相当な対抗措置の発動を決議しうることを前提

として（下記(3)①）、その発動の要件を、大規模買付者が大規模買付ルールを順

守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企業価値または株

主共同の利益が著しく毀損される場合に限定することといたしました（下記(3)

②）。 

 本施策に基づき大規模買付対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締

役会により決定されますが、その判断の客観性および合理性を担保するため、当

社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または

社外有識者から構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）を設置

し、その意見を最大限尊重することといたしました（下記(2)③および(3)③）。 

 本施策は、2020 年 2 月 19 日開催予定の当社第 137 期定時株主総会において、株主

意思を最大限反映させるべく議案として諮り、株主の皆様のご承認が得られること

を条件に継続するものとしております。 

 なお、本施策に従って大規模買付対抗措置を機動的に実施するため、新株予約

権の発行登録を行う場合があります。 

 

(2) 大規模買付ルール 

 

① 取締役会に対する情報提供 

 大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、株主の

皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情

報を書面で提供していただきます。これは、当該大規模買付行為に関し、株主

の皆様が適切な判断を行い、かつ、当社取締役会が適切な検討・評価を行うこ

とを目的としております。 

 具体的には、大規模買付者には、大規模買付行為を行おうとする場合には、
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当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称または商号、主たる事務所または本

店の所在地、代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）およ

び提案する大規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付行為により取得

を予定する当社株券等の種類および数、ならびに大規模買付行為の目的の概要

（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為後

の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注 8）を行うこ

とその他の目的がある場合にはその旨および概要。なお、目的が複数ある場合

にはその全てを記載していただきます。）を含みます。）を明示し、大規模買付

ルールを順守する旨を誓約した日本語で記載された大規模買付意向表明書（以

下「意向表明書」といいます。）を提出していただきます。 

 これに対し、当社取締役会は、かかる意向表明書の受領後 10 営業日（注 9）

以内に、大規模買付者に対し、大規模買付者において意向表明書に補充して提

供していただきたい情報のリストを、意向表明書記載の国内連絡先宛に送付し

ます。補充して提供していただくことを予定している情報の一般的項目は、次

の(a)から(p)までのとおりです。なお、大規模買付者が、次に掲げる情報の一部

について提供することができない場合には、当社は、大規模買付者に対して、

当該情報を提供することができない理由を具体的に示していただくよう求め

ます。 

(a) 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます。）の概要

（沿革、役員構成、主要業務、主要株主、グループ組織図、直近 3 ヶ年の有

価証券報告書またはこれに相当する書面、連結財務諸表を含みます。） 

(b) 大規模買付行為の目的（意向表明書において開示していただいた目的の具体

的内容）および具体的内容（大規模買付行為の適法性に関する意見を含みま

す。） 

(c) 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます。）の株券

等保有割合、保有株券等の数および直近 6 ヶ月間の当社株券等の買付状況 

(d) 大規模買付行為における当社株券等の買付価格の算定根拠、取得資金の裏付

け、ならびに資金調達の具体的内容および条件 

(e) 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます。）が当社

グループの経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、事業計画、

財務政策、資本政策、配当政策、経営権取得後 3 年間の経営・財務諸表の目

標数値および算出根拠、ならびに役員候補者およびその略歴 
                                                      
（注8） 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項に規定する重要提案行為等をいいます。以下、同じとします。 
（注9） 「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に掲げる日以外の日をいいます。以

下、同じとします。 
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(f) 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます。）と当社

グループの主要取引先との間の従前の取引関係および競合関係 

(g) 大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社グ

ループの役割 

(h) 当社グループの従業員、主要取引先、顧客、地域社会その他の当社グループ

の利害関係者との関係について、大規模買付行為実行後に予定する変更の内

容 

(i) 現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額に関

する情報 

(j) 大規模買付者が提供する情報を記載した書面の記載内容が重要な点において

真実かつ正確であり、重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載または記載の

欠落を含まない旨の、責任者による宣誓 

(k) 純投資または政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付

行為の後の当社株券等の保有方針、売買方針その他の投下資本の回収方針お

よび議決権の行使方針ならびにそれらの理由 

(l) 重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合または大規模

買付行為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案

行為等の目的、内容、必要性および時期ならびにいかなるときに当該重要提

案行為等を行うかに関する情報 

(m) 大規模買付行為後、当社の株券等をさらに取得する予定がある場合には、そ

の旨および理由 

(n) 大規模買付行為後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、

その旨および理由 

(o) 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合に

は、その目的および内容ならびに当該第三者の概要 

(p) 当社の他の株主の皆様との間の利益相反を回避するための具体的方策 

 

 大規模買付者には、当社取締役会が送付した情報リストに従い、意向表明書

を補充する情報を、書面にて提供していただきます。大規模買付者が提供した

情報がなお不十分であると認められる場合は、当社取締役会が、大規模買付者

に対し、十分な情報が揃うまで追加的に情報の提供を求めることがあります。

ただし、当社取締役会が大規模買付者に対して請求することができるのは、当
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該大規模買付行為の是非に関し、株主の皆様が適切な判断を行い、当社取締役

会が適切な検討・評価を行うために必要かつ十分な範囲に限定されるものとし

ます。また、大規模買付者が提出した意向表明書およびこれを補充する情報（以

下「大規模買付者提供情報」といいます。）は、株主の皆様の判断に必要かつ

適切と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点で、その全部

または一部を開示いたします。 

 また、当社取締役会は、独立委員会に諮問のうえ、大規模買付者による大規

模買付者提供情報の提供が完了したと判断した場合には、その旨を大規模買付

者に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに速やかに開

示いたします。 

 

② 取締役会における検討および評価 

 次に、大規模買付者には、上記①に基づく情報提供完了通知を当社が行った

日の翌日から起算して、大規模買付行為の評価の難易等に応じて、60 日間（大

規模買付行為が、対価を現金のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての

買付けの場合）または 90 日間（その他の大規模買付行為の場合）（以下「取締

役会評価期間」といいます。）が経過するまでは、大規模買付行為を行わない

こととしていただきます。これは、株主共同の利益のため、当社取締役会に、

大規模買付者提供情報の検討および評価、大規模買付者との交渉および協議、

大規模買付行為に関する意見形成、株主の皆様に対する代替的提案の作成およ

び提示等を行う機会を与えていただくためです。なお、下記③(c)に記載する場

合には、独立委員会は、当社取締役会に対し取締役会評価期間をその末日の翌

日から起算して最大 30 日間延長することを勧告できるものとし、当社取締役

会は、原則として従うものとします。ただし、当社取締役会が取締役会評価期

間の延長を決議した場合には、決議された具体的延長期間および当該延長期間

が必要とされる理由を速やかに開示いたします。 

 当社取締役会は、取締役会評価期間（延長された場合の延長期間を含みま

す。）中、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者提供情報の検討お

よび評価を行い、当該大規模買付行為または当該大規模買付者の提案に係る経

営方針等に関して、下記③の独立委員会の勧告を最大限尊重し、大規模買付対

抗措置の発動の是非について決議します。また、必要に応じ、大規模買付者と

の間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉および協議を行い、当社

取締役会として、株主の皆様に対して当社グループの経営方針等についての代

替的提案を提示することもあります。 

 

③ 独立委員会の設置・勧告等 

 当社は、本施策の継続にあたり、当社取締役会の判断の客観性および合理性
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を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している者から構成さ

れる独立委員会を設置しております（独立委員会規則の概要につきましては、別

紙 2 をご参照ください。）。 

 独立委員会の委員は 3 名以上 5 名以下とし、公正で中立的な判断を可能とす

るため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社

外監査役または社外有識者の中から選任します。なお、本施策の継続にあたっ

て予定している独立委員会の委員の氏名および略歴は、別紙 3「独立委員会委

員の略歴」に記載のとおりです。 

 当社取締役会が情報提供完了通知を行うにあたっては、独立委員会に対し、

大規模買付者提供情報が十分か否かを諮問するものとします。また、当社取締

役会が具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締

役会の判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会に対し、大規模

買付者提供情報ならびに当社取締役会による評価および分析結果を提供のう

え、当社取締役会が決議しようとする具体的な大規模買付対抗措置について、

その発動の是非を諮問するほか、当社取締役会としての代替的提案の内容が相

当か否か、その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委

員会に諮問すべきと判断した事項を諮問するものとします。独立委員会は、当社

取締役会の諮問に基づき、当社取締役会による評価および分析結果ならびに外

部専門家等の意見を参考にし、また、判断に必要と認める情報等を必要に応じ

て外部の第三者からみずから入手、検討して、以下の手続に従い、当社取締役

会に対する勧告を行うものとします。 

(a) 大規模買付対抗措置の発動を勧告する場合 

 独立委員会は、大規模買付者による大規模買付行為が下記(3)②に定める発

動要件のいずれかに該当し、大規模買付対抗措置を発動することが相当であ

ると判断した場合には、当社取締役会に対して、原則として大規模買付対抗

措置の発動を勧告します。 

 ただし、独立委員会は、いったん大規模買付対抗措置の発動を勧告した後

も、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合、または当該勧告の判断

の前提となった事実関係等に変動が生じた等の事情により、大規模買付対抗

措置の発動が適切でないと独立委員会が判断した場合には、大規模買付対抗

措置の停止または変更の勧告を行うことがあります。 

(b) 大規模買付対抗措置の不発動を勧告する場合 

独立委員会は、大規模買付者の大規模買付行為の内容の検討の結果、大規

模買付者による大規模買付行為が下記(3)②に定める発動要件のいずれにも

該当しないか、または該当しても大規模買付対抗措置を発動することが相当

でないと判断した場合には、当社取締役会に対して、大規模買付対抗措置の
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不発動を勧告します。 

ただし、独立委員会は、いったん大規模買付対抗措置の不発動を勧告した

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付

者による大規模買付行為が下記(3)②に定める発動要件のいずれかに該当し、

大規模買付対抗措置を発動することが相当であると判断するに至った場合

には、大規模買付対抗措置を発動することの新たな勧告を含む判断を行い、

これを当社取締役会に勧告することができるものとします。 

(c) 取締役会評価期間の延長を行う場合 

独立委員会は、独立委員会が取締役会評価期間内に上記(a)または(b)に記載

する勧告を行うことができない等の理由により、当社取締役会が取締役会評

価期間内に大規模買付対抗措置の発動または不発動の決議を行えないと判

断した場合には、当社取締役会に対し、30 日間を上限として、当該大規模買

付行為の評価または検討、大規模買付者との交渉または協議等に必要と判断

される合理的な範囲で取締役会評価期間を延長すること、当該延長期間内に

独立委員会が行う大規模買付対抗措置に係る勧告を受けたうえで大規模買

付対抗措置の発動または不発動の決議を行うこと等を勧告することができ

るものとします。 

 

(3) 大規模買付対抗措置 

 

① 大規模買付対抗措置の内容 

 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付

行為を行った場合等、下記②に述べる一定の大規模買付対抗措置の発動要件を

みたす場合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約

権の発行等、会社法その他の法令および当社定款によって認められる相当な大

規模買付対抗措置を決議することができるものとします。 

 具体的な大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当ての方法

によって新株予約権を発行する場合の概要は、別紙 4「新株予約権の概要」に

定めるとおりとします。この新株予約権には、一定割合以上の議決権保有割合

の特定株主グループに属さないこと等の行使条件および当社が特定株主グル

ープ以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項を

付す場合があります。 

 

② 大規模買付対抗措置の発動の要件 

 当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができ

るのは、次の(a)または(b)に定める要件を具備する場合に限るものとします。 



 - 12 - 

(a) 大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出することなく大規模買付行

為を行った場合、大規模買付者が当社取締役会の求める情報を提供すること

なく大規模買付行為を行った場合、大規模買付者が取締役会評価期間（延長

された場合の延長期間を含みます。）が経過する前に大規模買付行為を行った

場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合には、

当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものと

します。 

(b) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、大

規模買付者提供情報の内容を検討・評価した結果、当該大規模買付行為に反

対の意見を有するに至ったときでも、当該大規模買付行為につき反対意見を

表明し、または当社グループの経営方針等について当社取締役会としての代

替的提案を提示することはあっても、原則として大規模買付対抗措置の発動

を決議しないものとします。 

 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合であっても、大

規模買付行為が当社グループの企業価値または株主共同の利益を著しく毀損

すると判断されたときは、当社取締役会は、原則として相当な大規模買付対

抗措置の発動を決議するものとします。具体的には、次の(i)から(vii)までの

いずれかの類型に該当する場合には、当社グループの企業価値または株主共

同の利益を著しく毀損する大規模買付行為に該当するものと考えます。 

(i) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、真に会社経営に参加する

意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で当社株券等を会社関

係者に引き取らせることにある場合（いわゆるグリーンメイラーの場合） 

(ii) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社グループ

の事業経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、

主要取引先、顧客等その他の当社グループの資産を当該大規模買付行為に

係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます。）に移譲させること（い

わゆる焦土化経営）にある場合 

(iii) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社グループ

の資産の全部または重要な一部を当該大規模買付行為に係る特定株主グル

ープ（大規模買付者を含みます。）の債務の担保や弁済原資として流用する

ことにある場合 

(iv) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、会社経営を一

時的に支配して、当社グループの所有する不動産、有価証券等の高額資産

等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、
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または一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値

売り抜けをすることにある場合 

(v) 最初の買付けで当社株券等の全ての買付けを勧誘することなく、二段階目

の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行う

など、株主の皆様に当社株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付

行為（いわゆる強圧的二段階買収）である場合 

(vi) 大規模買付者による支配権取得および支配権取得後における当社の顧客、

従業員その他の利害関係者の処遇方針等により、株主の皆様はもとより、

顧客、取引先、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社グループの企

業価値を著しく毀損するおそれがあるまたは当社グループの企業価値の維

持および向上を妨げる重大なおそれがあると客観的、合理的な根拠をもっ

て判断される場合 

(vii) 買付条件（対価の価額・種類、買付時期、買付方法の適法性、買付実行の

実現可能性、買付後における当社従業員、取引先、顧客その他の利害関係

者の処遇方針等を含みます。）が当社グループの企業価値の本質に鑑み著し

く不十分または不適当な買付けである場合 

 

③ 大規模買付対抗措置の発動の手続 

 当社取締役会は、上記②の具体的な大規模買付対抗措置の発動の是非を決議

するにあたっては、当社取締役会の判断の客観性および合理性を担保するた

め、外部専門家等の助言も受けつつ、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重し、

その勧告を踏まえて、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保

または向上という観点から、以下の手順により大規模買付対抗措置の発動また

は不発動の決議を行うものとします。なお、当社取締役会は、かかる決議を行

った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につい

て、速やかに開示いたします。 

(a) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合 

 当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを順守していない場合、

大規模買付対抗措置を発動すべき旨の独立委員会による勧告を最大限尊重の

うえ、原則として大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものと

します。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを順守していないことが

客観的に明白であり、独立委員会による勧告が行われた後に大規模買付対抗

措置を発動することとすると当社グループまたは株主の皆様に著しい不利益

が生じる場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告がなくても、大規模

買付対抗措置を決議することができるものとします。 
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(b) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合 

 当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合、原則

として大規模買付対抗措置の発動を決議しないものとしますが、独立委員会

により、大規模買付行為が上記(3)②(b)に記載の各発動要件に該当し、大規模

買付対抗措置を発動することが相当であるとして大規模買付対抗措置を発

動すべき旨の勧告がなされたときは、その勧告を最大限尊重のうえ、原則と

して大規模買付対抗措置の発動を決議するものとします。ただし、当該勧告

がなされた場合でも、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確

保または向上という観点から大規模買付対抗措置を発動することが相当で

ないと当社取締役会が判断したときは、大規模買付対抗措置を発動しないこ

ともあります。 
 

 当社取締役会は、いったん大規模買付対抗措置の発動の決議をした後または

発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合、または当

該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた等の事情により、大規

模買付対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立

委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付対抗措置の停止または変更

を行うことがあります。例えば、大規模買付対抗措置として新株予約権の無償

割当てを実施する場合において、権利の割当てを受けるべき株主の皆様が確定

した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行う等、大規模

買付対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断したときには、①当該

新株予約権の無償割当ての効力発生日までの間は、新株予約権の無償割当てを

中止し、②新株予約権の無償割当ての効力発生後行使期間開始日の前日までの

間は、当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権

を取得することがあります。このような大規模買付対抗措置の停止または変更

を行う場合には、当社取締役会は、独立委員会が必要と認める事項とともに速

やかに情報を開示いたします。 

 なお、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為

に関する条件改善について交渉または協議を行い、当社取締役会として、株主

の皆様に対し、当社グループの経営方針等についての代替的提案を提示するこ

ともあります。 

 

(4) 本施策の有効期間ならびに廃止および変更 

 本施策は、2020 年 2 月 19 日開催予定の当社第 137 期定時株主総会において議

案として諮り、出席株主の皆様の議決権の過半数の賛成をもってご承認いただく

ことを条件に継続するものであり、有効期間は 2023 年 2 月に開催予定の当社第
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140 期定時株主総会終結の時までとします。 

 また、本施策の有効期間満了前であっても、当社グループの企業価値ひいては

株主共同の利益の確保または向上の観点から、関係法令の整備等の状況を踏ま

え、①本施策を当社株主総会からの委任の趣旨に反しない範囲内で当社取締役会

において随時修正・見直し（本施策に関する法令・金融商品取引所の定める規則

等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である

場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合その他株主

の皆様に不利益を与えない場合を含みます。）をしたうえで、当社取締役会にお

いて本施策を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合、または②当社株主

総会において本施策を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合には、本施

策は廃止または変更されるものとします。 

 なお、当社は、本施策を廃止または変更した場合、速やかにその旨を開示いた

します。 

 

(5) 法令の改正等による修正 

 本施策で引用する法令の規定は、2020 年 1 月 15 日現在施行されている規定を

前提としており、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条

項、用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、

当該新設または改廃の趣旨を考慮のうえ、上記各項に定める条項、用語の意義等

を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。 

 

3. 本施策が株主および投資家の皆様に及ぼす影響について 

 

(1) 大規模買付ルールが株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべ

きルールを定めたものにとどまり、その導入・継続時において新株予約権その他

の株券等を発行するものではありませんので、株主および投資家の皆様の権利・

利益に影響を及ぼすものではありません。 

 大規模買付ルールは、株主の皆様をして、必要かつ十分な情報をもって大規模

買付行為について適切な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の株

主共同の利益に資するものと考えます。 

 なお、大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否かにより、大規模買付

行為に対する当社の対応が異なる可能性がありますので、株主および投資家の皆

様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

(2) 大規模買付対抗措置の発動が株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

 大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為に係る特定株主
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グループの株主には、その法的権利または経済的利益に損失を生ぜしめる可能性

がありますが、それ以外の株主の皆様の法的権利または経済的利益には格別の損

失を生ぜしめることは想定しておりません。当社取締役会が大規模買付対抗措置

の発動を決議した場合は、法令および金融商品取引所の定める規則に従って、適

時に適切な開示を行います。 

 大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当ての方法によって新

株予約権の発行がなされる場合は、当社取締役会で定めて公告する基準日におけ

る最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その持株数に応じて新株予約

権が割当てられます。また、新株予約権の行使に際しては、株主の皆様には、新

株を取得するために、所定の期間内に一定の金額の払込みを行っていただく必要

があり、かかる手続を行わない場合は、当該株主の皆様の議決権保有割合が希釈

化することになります。ただし、当社が新株予約権を取得し、これと引換えに当

社株式を交付することができる旨の取得条項が定められた場合において、当社が

取得の手続をとったときは、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様

は、金銭を払い込むことなく当社株式を受領することになります（この場合、か

かる株主の皆様には、別途、特定株主グループに属する者でないこと等を誓約す

る当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。）。 

 なお、上記 2.(3)③(b)で述べているとおり、当社は、例えば、大規模買付対抗措

置として新株予約権の無償割当てを実施する場合において、権利の割当てを受け

るべき株主の皆様が確定した後において、大規模買付者が大規模買付行為の撤回

または変更を行う等、大規模買付対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が

判断したときには、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、①当該新株予約

権の無償割当ての効力発生日までの間は、新株予約権の無償割当てを中止し、②

新株予約権の無償割当ての効力発生後行使期間開始日の前日までの間は、当社が

新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得するこ

とがあります。これらの場合には、1 株当たりの株式の価値の希釈化は生じませ

んので、新株予約権の無償割当ての対象となる株主の皆様が確定した後に 1 株当

たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行った投資家の

皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

第 4 上記の各とり組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

 

1. 基本方針の実現に資するとり組み（上記第 2 のとり組み）について 

 上記第 2 に記載した企業価値向上のためのとり組みは、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上させるための具体的方策として策

定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。したがって、これらのと

り組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、
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当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

2. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するためのとり組み（上記第 3 のとり組み）について 

 

(1) 本施策が基本方針に沿うものであること 

本施策は、大規模買付者をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供

せしめること、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企

業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に

供すること、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為または当社グルー

プの経営方針等に関して大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取

締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示すること等を可能

とすることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるための枠組みであり、上記第 1 に記載の当社の基本方針に沿うもので

す。 

 

(2) 本施策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由から、本施策は当社株主の共同の利益を損なうものではな

く、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えており

ます。 

① 企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上の目的 

 上記第 3-1.で述べたとおり、本施策は、株主の皆様をして大規模買付行為

に応じるか否かについての適切な判断を可能ならしめ、かつ、当社グループ

の企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規

模買付者が従うべき大規模買付ルール、ならびに当社が発動しうる大規模買

付対抗措置の要件および内容を予め設定するものであり、当社グループの企

業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的とするものです。 

 また、上記第 3-2.(2)で述べた大規模買付ルールの内容ならびに第 3-2.(3)で

述べた大規模買付対抗措置の内容および発動要件は、当社グループの企業価

値ひいては株主共同の利益の確保または向上という目的に照らして合理的

であり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上

に資するような大規模買付行為までをも不当に制限するものではないと考

えます。 

② 事前開示 

 本施策における大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内
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容および発動要件は、いずれも上記第 3-2.において具体的かつ明確に示した

ところであり、株主および投資家の皆様ならびに大規模買付者にとって十分

な予見可能性を与えるものであると考えます。 

③ 株主意思の反映 

   上記第 3-2.(4)「本施策の有効期間ならびに廃止および変更」で述べたとお

り、本施策は、2020 年 2 月 19 日開催予定の当社第 137 期定時株主総会に議

案として提出し、出席株主の皆様の議決権の過半数の賛成を得ることを条件

に継続するものです。また、有効期間満了前であっても、当社株主総会の決

議によって、廃止または変更することができます。 

 したがって、本施策の継続、廃止または変更の是非の判断には、当社株主

総会決議を通じて株主の皆様の意思が反映されるものと考えます。 

④ 取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

 本施策においては、上記第 3-2.(3)②のとおり、大規模買付対抗措置の発動

の要件として客観的かつ明確な基準を定めており、発動の要件に該当するか

否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除し

ております。 

 また、本施策においては、上記第 3-2.(3)③のとおり、大規模買付対抗措置

の発動の手続として、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を最大限

尊重するものとし、当社取締役会の恣意的な判断を排除しております。 

 したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発

動を決議するにあたり、その判断の客観性・合理性を担保するための十分な

仕組みが確保されているものと考えます。 

⑤ 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 本施策は、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に公表した「企業

価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」

の定める三原則（(a)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(b)事前

開示・株主意思の原則、(c)必要性・相当性確保の原則）を完全に充足してお

ります。また、本施策は、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008

年 6 月 30 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」および東京証券取引所が 2015 年 6 月 1 日に公表した「コーポレートガ

バナンス・コード」の「原則１－５．いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえ

たものとなっております。 

⑥ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

 上記第 3-2.(4)の「本施策の有効期間ならびに廃止および変更」に記載しま

したとおり、本施策は、当社取締役会により廃止することができるものとさ
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れており、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、当社株主総会にお

いて選任された当社取締役で構成された当社取締役会により廃止すること

ができますので、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の

過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありませ

ん。 

また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本施策は、いわ

ゆるスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うこと

ができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもあ

りません。 

 

以上 

 



 

 

別紙 1

 

当社株式の状況（2019 年 11 月 30 日現在） 

・発行可能株式総数     60,000,000 株 

・発行済株式総数      24,919,343 株 

（うち自己株式数 71,705 株） 

・株主数            19,066 名 

・大株主の状況    

順位 株  主  名 持株数（千株） 持株比率（％） 

1 那智わねい持株会 2,206 8.88 

2 ナチ不二越従業員持株会 1,418 5.71 

3 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,188 4.78 

4 トヨタ自動車株式会社 916 3.69 

5 日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社(信託口)  
901 3.63 

6 株式会社北陸銀行 865 3.49 

7 日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口)  
809 3.26 

8 日本生命保険相互会社 793 3.19 

9 ナチ取引店持株会 789 3.18 

10 住友生命保険相互会社 754 3.03 

（注 1） 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

（注 2） 持株比率は、自己株式（71 千株）を控除して計算しております。なお、自己株

式にはＥＳＯＰ信託が所有する当社株式 401 千株を含んでおりません。 

以 上 



 

 

別紙 2 

 

独立委員会規則の概要 

 

1. 独立委員会（本別紙において以下「委員会」という。）は、当社取締役会の決議により

設置される。 

 

2. 委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立してい

る当社の社外取締役、社外監査役または社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。 

 

3. 委員の任期は、選任の時から 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

当社定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の

定めをした場合はこの限りではない。 

 

4. 委員会は、大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか、大規模買付者が大規

模買付ルールを順守しているか、大規模買付対抗措置の発動要件を具備しているか、

具体的な大規模買付対抗措置の内容が相当であるか、その他当社取締役会が判断すべき

事項のうち、当社取締役会が委員会に諮問した事項および委員会が当社取締役会に勧告

すべきと考える事項等について検討・評価のうえ、委員会として決定を行い、その理

由を付して当社取締役会に対して勧告する。 

 委員会は、当社取締役会に対する勧告の前提として、大規模買付者に対する追加的な

情報提供の要求、大規模買付行為の提案があった事実の公表、大規模買付行為に関す

る条件についての大規模買付者との交渉等を、当社取締役会に要請することができる。 

 

5. 委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他委員会

が必要と認める者に対して説明を求めることができる。 

 

6. 委員会は、当社の費用で、業務執行を行う経営陣から独立した第三者（ファイナンシ

ャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その他の専門

家を含む。）の助言を得ることができる。 

 

7. 委員会の決議は、原則として、委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

ただし、委員のいずれかに事故があるときその他やむを得ない事由があるときは、委

員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことができる。 

以 上 

 



 

 

別紙 3 

 

独立委員会委員の略歴 

 

本施策継続時の独立委員会の委員は、以下の 3 名とする予定です。 

 

児玉 純一（こだま じゅんいち：1955 年 5 月 21 日生） 
 

【略 歴】 

1979 年 4 月 三井物産(株)入社 

2010 年 6 月 同社情報産業本部ＥＭＳ事業部長 

2013 年 4 月 シャープ(株)執行役員コーポレート統括本部事業開発担当 

2019 年 2 月 当社社外取締役（現） 
 

(注 1) 児玉純一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 

(注 2) 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

ります。 

 

山崎 昌一（やまざき まさかず：1956 年 11 月 21 日生） 
 

【略 歴】 

1979 年 4 月 (株)北陸銀行入行 

2011 年 6 月 同行執行役員 

2015 年 2 月 当社社外監査役（現） 
 

(注 1) 山崎昌一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 

(注 2) 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

ります。 

 

松永 徳宏（まつなが とくひろ：1976 年 3 月 24 日生） 
 

【略 歴】 

2003 年 10 月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、 

あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 

2014 年 1 月 西村あさひ法律事務所パートナー（現） 
 

(注 1) 松永徳宏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 

(注 2) 同氏は、当社第 137 期定時株主総会において選任されることを条件として、

当社社外監査役に就任する予定であります。なお、当社は、同氏を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 

 

以 上 

 



 

 

別紙 4 

 

新株予約権の概要 

1. 新株予約権付与の対象となる株主およびその割当条件 

 当社取締役会で定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に

対し、その所有株式（ただし、当社の保有する当社普通株式を除く。）1 株につき 1 個

の割合で新株予約権を割当てる。 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの

目的となる株式の数は 1 株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場

合は、所要の調整を行うものとする。 

3. 割当てる新株予約権の総数 

 割当てる新株予約権の総数は、35,000,000 個を上限として、当社取締役会が定める

数とする。当社取締役会は、割当てる新株予約権の総数がこの上限を超えない範囲内

で、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

4. 新株予約権の払込金額 

 無償とする。 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1 円以上で当社取締役会が

定める額とする。 

6. 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、当社の承認を要するものとする。 

7. 新株予約権の行使期間等 

 新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会にお

いて別途定めるものとする。 



 

8. 新株予約権の行使条件 

 ①特定大量保有者(注 1)、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者(注 2)、

④特定大量買付者の特別関係者、⑤これらの①から④までの者から新株予約権を当社

取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または⑥これら①から⑤

までに該当する者の関連者(注 3)（以下「非適格者」という。）は、新株予約権を行使

することができないものとする。その他新株予約権の行使条件の詳細については、当

社取締役会において別途定めるものとする。 

9. 取得条項 

 当社は、新株予約権の行使期間の開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約

権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別

途定める日において、全ての新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する新株予

約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権の全て

を取得し、これと引換えに、新株予約権 1 個につきその対象となる株式数の当社株式

を交付することができるものとする。 

 その他取得条項の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

10. 新株予約権証券 

 新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

以 上 

 

                                                      
(注1) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が

20％以上である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいう。ただし、そ

の者が当社の株券等を取得・保有することが当社グループの企業価値ひいては株主の共同の利益に反し

ないと当社取締役会が認めた者その他新株予約権無償割当ての決議において当社取締役会が別途定め

る者は、これに該当しないこととする。 
(注2) 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 2

第 1 項に規定する株券等をいい、以下本脚注において同じ。）の買付け等を行う旨の公告を行った者で、

当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項

に定めるものを含む。なお、その算出にあたっては、総議決権の数（金融商品取引法第 27 条の 2 第 8
項に規定する総議決権の数をいう。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告

書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとする。）に係る株券等の株券等所有割合

がその者の特別関係者の株券等の所有割合と合計して 20％以上となる者、またはこれに該当することと

なると当社取締役会が認めるものをいう。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社

グループの企業価値ひいては株主の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他新株予約

権無償割当ての決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととする。 
(注3) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下

にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）、またはその者と協調して行動する者

として当社取締役会が認めた者をいう。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決

定を支配している場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項）をいう。 



参考資料

　
本施策に係る手続きの流れの概要

　

大規模買付者の出現(議決権保有割合を20％以上としようとする者など)

大規模買付ルールを順守しない場合大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付ルール

大規模買付者から意向表明書の提出

取締役会から情報リストの送付

大規模買付者から必要情報の提出

取締役会の評価期間
最長60日間または最長90日間
（最長30日間の延長可）

・大規模買付者提供情報の検討・評価
・大規模買付者との交渉・協議
・大規模買付行為に関する意見形成
・株主の皆様に対する代替案の作成・提示など

当社グループの企業価値
または株主共同の利益を
著しく毀損する場合

対抗措置発動を諮問

発動・不発動を判断

取締役会

対抗措置発動を諮問

発動・不発動を判断

取締役会による発動の判断
（独立委員会の勧告を最大限尊重）

対抗措置発動(新株予約権の無償割当てなど)株主の皆様のご判断

ルール順守の場合は
原則、対抗措置は不発動

意向表明書が提出されない

必要情報が提出されない

延長する場合
勧告

評価期間満了前の買付け

諮問

諮問 勧告

勧告

あ　り

あ　り

10営業日以内

独
立
委
員
会

　
（注）本図は、本施策の理解に資することを目的として、本施策に係る手続きの流れの概要を記述したものです。

本施策の詳細につきましては、本文をご参照ください。
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